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・2024年の定額減税

・株式、公社債、投資信託、先物・オプション取引の税金　　　など

・税制や相続、贈与について“学べる1冊”
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「上場株式等」に対する
課税の概要

　ほとんどの有価証券は、税制上「株式等」
と呼ばれます。「株式等」には、株式のほ
か、出資、投資信託、公社債、特定受益
証券発行信託の受益権、外国法人が発行
するこれらのものも含まれます。
　このうち、上場されているもの、また
は公募によるものなど公共性・一般性が
高いものを「上場株式等」と呼びます。
上場株式等には、上場株式、公募投資信託、
特定公社債（上場または公募の公社債な
ど）、ETF、ETN、上場REITなどのほか、
外国法人が発行するこれらのものも含ま
れます。富裕層向けのオーダーメイド商
品などを除けば、証券会社や銀行などを
通じて購入できる有価証券のうちほとん

どは、「上場株式等」に分類されます。
　このため、証券投資家は、まず「上場
株式等」に係る税制の扱いを理解してお
くことが重要です。この章では「上場株
式等」に対する税制の扱いを解説します。
　なお、「株式等」のうち「上場株式等」
にあてはまらない商品のことを「一般株
式等」と呼び、非上場株式、私募投資信託、
一般公社債などが該当します。これらの
商品についての税制は８章「様々な投資
商品における課税の扱い」で解説します。
　３章において、一般株式等にも共通す
る説明については 上場 一般のマークを、
上場株式のみにあてはまる説明について
は 上場 一般のマークを付けています。

「株式等」と「上場株式等」の範囲

株式等のうち上場株式等以外の
ものを「一般株式等」と呼ぶ

株式等

上場株式等
上場株式（上場新株予約権などを含む）
日本銀行出資証券
信金中金等の上場優先出資証券
公募株式投信、ETF、上場REIT、
ETN、上場ベンチャーファンド
公募公社債投信
上場新株予約権付社債
外国上場株式
特定公社債
公募または上場された社債的受益権　　など

株式（新株予約権などを含む）
出資
株式投信・公社債投信
公社債（新株予約権付社債を含む）
特定受益証券発行信託の受益権
社債的受益権
外国法人に係る上記のもの など

▶株式等と上場株式等の範囲

３章　有価証券に対する課税の原則3-1

54

２
０
２
４
年
度
改
正

特
定
口
座

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

各
種
制
度

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

各
種
商
品

相
続
税

贈
与
税

財
産
評
価

不
動
産

納
税
環
境

付
表

所
得
課
税

証
券
税
制

　上場株式等に対する課税は、それが配
当、利子、分配金であろうと、譲渡・償
還による利益であろうと、税率20.315％
（所得税15.315%、住民税５％）で課税
されるというのが大原則です。外国の商
品など、外貨で受け取るものについても、

円換算した上で税率20.315％（所得税
15.315％、住民税５％）が課税されるこ
とに変わりありません。
　もっとも、その所得区分が「譲渡所得
等」、「配当所得」、「利子所得」のいずれ
であるかにより扱いは異なります。

「上場株式等」に対する課税の概要 上場 一般

▶主な商品の所得区分
利子・配当・分配金 譲渡損益 償還損益

上場株式
上場株式等の「配当所得」

⇒源泉徴収あり、確定申告不要
（確定申告することも可能）

公募株式投信
上場株式等の「譲渡所得等」

⇒原則として源泉徴収なし、確定申告が必要
（源泉徴収ありの特定口座の場合、申告不要とす
ることが可能）

ETF
上場REIT

特定公社債 上場株式等の「利子所得」
⇒源泉徴収あり、確定申告不要
（確定申告することも可能）公募公社債投信

▶上場株式等の所得区分別の課税概要

所得区分 源泉徴収 確定申告の
要否

所得税・住民税の
課税方式

上場株式等の
譲渡所得等

原則 なし 必要 申告分離課税

源泉徴収ありの
特定口座の場合 あり 不要

・申告不要制度（注１）

・申告分離課税
から納税者が選択

上場株式等の
配当所得

原則 あり 不要
・申告不要制度（注１）

・申告分離課税
・総合課税
から納税者が選択

大口株主（発行済株式の３％以
上保有（注２））の場合 あり（注３） 必要 総合課税

上場株式等の
利子所得 あり 不要

・申告不要制度（注１）

・申告分離課税
から納税者が選択

（注１）�2025年分の所得以降は、基準所得金額が３億3,000万円超の納税者に限り、ミニマムタックスの対象となり確定申告が
必要となる場合があります。詳細は、 39ページを参照してください。

（注２）�2023年10月１日以後支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、その個人が同族株主となる同族会社を通
じた間接保有分も含めて「３％以上」であれば、確定申告が必要となり、かつ、総合課税が適用されます。

（注３）�大口株主等が受け取る上場株式等の配当所得は、源泉徴収税率が20.42％（所得税のみ）となり、確定申告と総合課税
の適用が求められます。

３章　有価証券に対する課税の原則
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　公社債のうち、公募のものや上場され
ているもの、国や地方自治体が発行して
いるものなど、下表のいずれかに該当す
るものが特定公社債、下表のいずれにも

該当しないものが一般公社債です。特定
公社債は上場株式等に含まれ、一般公社
債は一般株式等に含まれます。

特定公社債と一般公社債

①�　金融商品取引所または外国金融商品取引所に上場されている公社債
②�　国債、地方債
③�　外国国債、外国地方債
④�　会社以外の法人が特別の法律により発行する社債（外国法人に係るもの並びに投資法人
債および特定目的会社の特定社債を除く）
⑤�　公募公社債
⑥�　発行日の前９ヵ月（外国法人は12ヵ月）以内に有価証券報告書等（半期報告書を含む）
を提出している法人が発行する社債
⑦�　金融商品取引所または外国金融商品取引所において公表されたプログラム（一定の期間
内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情
報をいう）に基づき発行される公社債
⑧�　国外において発行された公社債で、次に掲げるもの（取得後引き続き保護預りがされて
いるものに限る）
　ａ�　国内において売出しがされたもの
　ｂ�　国内における私売出しの日前９ヵ月（外国法人は12ヵ月）以内に有価証券報告書等（半

期報告書を含む）を提出している法人が発行する社債
⑨�　次に掲げる外国法人が発行し、または保証する債券
　ａ�　出資金額または拠出金額の50％以上が外国の政府により出資または拠出されている外

国法人
　ｂ�　外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府

の管理の下に運営されているもの
　ｃ�　国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、または保証する債券（世銀債等）
⑩�　国内または外国の法令に基づいて銀行業または第一種金融商品取引業を行う法人または
その100％子会社等が発行する社債（発行時にその取得者が１人またはその関係者のみで
あるものを除く）
⑪�　2015年12月31日以前に発行された公社債（発行時に同族会社であった会社が発行した
社債を除く）

（注）�これらに該当しても、預金保険法の対象となっている金融債および農水産業協同組合貯金保険法の対象となってい
る農林債、2015年12月31日以前に発行され発行時に償還差益の源泉徴収を受けた割引債は「特定公社債」にも「一
般公社債」にもなりません。

▶特定公社債の範囲

３章　有価証券に対する課税の原則
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	上場株式等の「譲渡所得等」とは
　上場株式等の「譲渡所得等」には、上
場株式・公募投資信託・特定公社債など
の「譲渡」による損益のほか、公募投資
信託・特定公社債などの「償還」による
損益も含まれます。現物取引だけでなく
信用取引による譲渡損益も、上場株式等
の「譲渡所得等」となります。
　厳密には、その上場株式等の取引頻度
等により、上場株式等の譲渡・償還によ
る損益は、「譲渡所得」、「雑所得」、「事業
所得」のいずれかに区分されます（詳細
は 59ページ）。しかし、上場株式等の
譲渡・償還による損益がたとえ「雑所得」
や「事業所得」に区分されたとしても、
他の雑所得や事業所得などと通算できる
わけではなく、かつ上場株式等の譲渡に
よる損益は「譲渡所得」、「雑所得」、「事
業所得」の区分をまたいで通算できます。
したがって、通常、上場株式等の譲渡・
償還による損益についてその所得区分が
何であるかを意識する必要はありません
ので、本書では、これらをまとめて「上

場株式等の譲渡所得等」と呼んでいます
（例外的に、上場株式等の譲渡損益の所
得区分を意識する必要がある場合につい
ては、 59ページを参照してください）。

	上場株式等の譲渡所得等に対す
る課税

　上場株式等の譲渡所得等については、
原則として源泉徴収は行われず、確定申
告を行う必要があります（申告分離課税）。
税率は20％★（所得税15％★、住民税５％）
です。
　ただし、源泉徴収ありの特定口座にお
いては、上場株式等の譲渡の都度、取扱
いの証券会社や銀行などによって税率
20.315％（所得税15.315％、住民税５％）
の源泉徴収が行われるので、確定申告を
する必要はありません（申告不要制度*）。
もっとも、源泉徴収ありの特定口座で取
引されたものも確定申告を行うことはで
きるので、上場株式等の配当所得や利子
所得と損益通算ができる場合など、納税
者にとって有利なときは確定申告を行う
とよいでしょう。

上場株式等の「譲渡所得等」に対する課税の概要 上場 一般

　上場株式の配当、公募株式投資信託の
普通分配金、ETF・上場REITの収益分配
金などは、上場株式等の配当所得として
課税されます。
　上場株式等の配当所得は、上場株式等
の発行体、または、当該配当等の支払い
を取り扱う証券会社や銀行などによって

当該配当等が支払われる際に税率20.315�
％（所得税15.315％、住民税５％）の源
泉徴収が行われ、原則として確定申告は
不要となります（申告不要制度*）。
　上場株式等の配当所得につき確定申告
を行うことも可能です。確定申告を行う
か否かは、原則として、１回に受ける配

上場株式等の配当所得に対する課税の概要 上場 一般

（注）�★印の付いている所得税については、別途復興特別所得税の課税も行われます。復興特別所得税の税率は
基準所得税額の2.1％です。詳細は、 41ページを参照してください。

（注）�＊印のついている申告不要制度について、2025年分の所得以降は、基準所得金額が３億3,000万円超の
納税者に限り、ミニマムタックスの対象となり確定申告が必要となる場合があります。詳細は、 39ペー
ジを参照してください。
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　特定公社債の利子、公募公社債投資信
託の分配金などは、上場株式等の利子所
得として課税されます。
　上場株式等の利子所得は、上場株式等
の発行体、または、当該利子等の支払い
を取り扱う証券会社や銀行などによって
当該利子等が支払われる際に税率
20.315％（所得税15.315％、住民税５％）
の源泉徴収が行われ、原則として確定申
告は不要となります（申告不要制度*）。
　上場株式等の利子所得につき確定申告
を行い申告分離課税を選択することも可
能です（総合課税を選択することはでき
ません）。確定申告を行うか否かは、原則
として、１回に受ける利子ごとに選択す
ることができますが、源泉徴収ありの特
定口座に受け入れたものは特定口座単位

で（上場株式等の配当所得も含めて）申
告の有無を選択します。なお、利子所得
は申告分離課税となりますが、配当所得
については総合課税を選択することも可
能です。
　確定申告を行い申告分離課税を選択し
た上場株式等の利子所得は、税率は20％
（所得税15％、住民税５％）であり、税
額控除や損益通算等がなければ、この所
得税額に2.1％の復興特別所得税が課され
るので、計20.315％（所得税および復興
特別所得税15.315％、住民税５％）とな
り、源泉徴収時と同じになります。また、
上場株式等の「譲渡所得等」の当年分の
損失との損益通算および過去３年以内に
繰り越された損失による繰越控除を受け
ることができます。

上場株式等の利子所得に対する課税の概要 上場 一般

当ごとに選択することができますが、源
泉徴収ありの特定口座に受け入れたもの
は特定口座単位で（上場株式等の利子所
得も含めて）申告の有無を選択します。
確定申告する上場株式等の配当所得は、
その全部について「申告分離課税」か「総
合課税」のいずれかを選択します。
　申告分離課税を選択した場合、税率は
20％（所得税15％、住民税５％）であり、
税額控除や損益通算等がなければ、この
所得税額に2.1％の復興特別所得税が課さ
れるので、計20.315％（所得税および復
興特別所得税15.315％、住民税５％）と
なり、源泉徴収時と同じになります。また、

上場株式等の「譲渡所得等」の当年分の
損失との損益通算および過去３年以内に
繰り越された損失による繰越控除を受け
ることができます。
　総合課税を選択した場合、課税所得金
額によって適用税率が異なり、商品によっ
ては配当控除を受けることができます（上
場株式等の「譲渡所得等」の当年分の損
失との損益通算および過去３年以内に繰
り越された損失による繰越控除を受ける
ことはできません）。
　納税者にとって有利となる課税方式の
選択については 75ページで検討します。

（注）�＊印のついている申告不要制度について、2025年分の所得以降は、基準所得金額が３億3,000万円超の
納税者に限り、ミニマムタックスの対象となり確定申告が必要となる場合があります。詳細は、 39ペー
ジを参照してください。
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　株式等の譲渡・償還による損益は、厳
密にはその株式等の取引頻度等により、
「譲渡所得」、「雑所得」、「事業所得」の
いずれかに区分されます。
　税法上は、その株式等の譲渡が営利を
目的として継続的に行われているかどう
かによって判定することとされています。
　具体的には、売買の回数、数量・金額、

取引の種類、資金の調達方法などの状況
から、営利を目的として継続的に行われ
ていると判定された場合は、事業所得ま
たは雑所得となります。
　ただし、次の①・②の所得については
譲渡所得として差し支えないこととされ
ています。

　株式等の譲渡による所得は、譲渡所得・
雑所得・事業所得のいずれの所得に区分
されたとしても、最終的には１年間の「上
場株式等の譲渡所得」と「上場株式等の
雑所得」と「上場株式等の事業所得」は
すべて通算され「上場株式等の譲渡所得
等」として扱われ、損益通算や特別控除な
どでは他の譲渡所得・雑所得・事業所得

とは異なる扱いとなります（一般株式等に
ついても同様に、「一般株式等の譲渡所得」
と「一般株式等の雑所得」と「一般株式
等の事業所得」はすべて通算され「一般
株式等の譲渡所得等」として扱われます）。
　もっとも、下記の場合については、どの
所得に区分されるかによって、所得の計
算が変わってくるので注意してください。

①上場株式等で所有期間が１年を超えるものの譲渡による所得
②一般株式等の譲渡による所得
※　�上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記①に掲

げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得または雑所得として取り扱って差
し支えないこととされています。

上場株式等の譲渡所得等の計算

▶所得区分により所得の計算方法が異なる場合
口座管理料や投資顧問料の必要経費への算入
（ 次ページ）

事業所得または雑所得では可能
譲渡所得では不可

相続により取得した株式等を譲渡した場合にお
ける相続税額の取得費への算入（ 62ページ）

譲渡所得では可能
事業所得または雑所得では不可

同一銘柄を2回以上購入した場合の単価計算
（ 65ページ）

事業所得では総平均法
雑所得または譲渡所得では「総平均法に準ずる方法」
（特定口座ではいずれも「総平均法に準ずる方法」、信用取引の場
合はいずれも「個別対応」）

公社債のデフォルト時に元本の一部損失が確定
した場合（ 68ページ） 「事業所得または雑所得」か譲渡所得かで算出方法が異なる

（上場）株式等の譲渡益の所得区分 上場 一般

上場株式等の譲渡所得等・
配当所得・利子所得の計算
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